
信州川上郷高登谷高原保健休養地管理契約書

令和      年     月     日

甲  長野県南佐久郡川上村大深山525
    川 上 村 長    由井　明彦


乙  住所
    氏名                                       ㊞

（電話番号                                      ）

川上村長（以下「甲」という。）を受託者とし、                                       （以下「乙」という。）を委託者として、乙の所有する信州川上郷高登谷高原保健休養地（以下「保健休養地」という。）の管理業務について、次の条項に定めるところにより契約を締結する。


（対象保健休養地）
第１条  管理の対象とする保健休養地は、次のとおりとする。
（1）土地
	所在地
	地番
	区画番号
	地目
	面積
	備考

	長野県南佐久郡川上村原
	591－
	
	
	㎡
	


（2）家屋（建物）
	所在地
	地番
	構造等
	床面積
	建築年

	長野県南佐久郡川上村原
	591-
	
	㎡
	年



（管理業務等内容）
第２条  甲が行う管理業務等の内容は、次のとおりとする。
ア　川上村その他関係行政機関との連絡
イ  自然保護及び公害防止対策の推進
ウ　保健休養地外の村内諸団体等との連絡
エ  防火、防犯のための巡視および在石等の保全のための巡視並びに異状を発見した場合の応急措置と緊急通報
オ  道路、水路、排水路、園地、保健休養地内公共施設等の巡視および事故があった場合の関係機関への連絡
カ  保健休養地内道路の除雪作業の手配
キ  建物の建築について地元建設業者の紹介あっせん
ク  広報紙等の配付
ケ  管理状況の報告
コ  不在期間中の予備鍵の保管
サ　その他必要な事項
（管理料等）
第３条  管理料は、信濃川上郷高登谷高原保健休養地管理条例（昭和53年条例第４号）に定めるとおりとする。
２  前項の管理料は、乙が年度ごとに年額を一括納付するものとし、甲の指定する期日までに指定する場所に納付するものとする。なお、年度途中に保健休養地の所有者となった場合は、その年度は月割計算とする。
３  第１項の管理料は、物価の著しい変動があったときは改訂することができるものとする。
４  当該保健休養地に建物を建設し、乙が甲に対して別途水道料を納付するようになった場合は、甲は、その年度以降の水道維持管理に係る管理料は徴収しないものとする。
（所有者の変更）
第４条  乙が当該保健休養地を第三者（以下「新所有者」という。）に売却・譲渡等する場合においては、乙は甲に対して報告をしなければならない。
２  前項の場合においては、乙はこの契約の内容等を新所有者に説明しなければならないものとし、本契約は新所有者が継承するものとする。
（契約期間）
第５条  本契約の契約期間は、本契約締結日からその年度の年度末までとする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに、甲および乙が更新しない旨の合意をした場合を除き、本契約は同一条件で期間満了日の翌日から１年間更新されるものとし、以降の期間満了に際しても同様とする。
２  本契約が終了した場合においても、第４条及び第６条の規定は、その効力が存続するものとする。
（反社会的勢力の排除）
第６条  甲および乙は、次の各号に掲げる事項について表明し、保証する。
（1）自身、勤務先、その他関係者等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人、またはこれらに準じる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
（2）勤務関係、経営関係または資金関係等において、反社会的勢力に一切関与していないこと。
（その他）
第７条  この契約に基づき甲は、管理者の善良な注意をもって管理業務にあたるものとする。
２  災害その他の不可抗力によって乙が被害を受けた場合、乙は甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。
３  この契約の締結の前に甲乙の間で締結した第１条の保健休養地の管理契約については、契約を解除するものとする。
４  この契約に定めるもののほか、この契約の実施に疑義があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書を２通作成し甲乙各１通を保持する。
